
　最近、悪質な不法投棄が見受けられ、特に下記の場所での不法投棄が目立ちます。悪質なものは当然刑事
罰の対象になります。適切なごみの処理、捨て場所をきちんと守りましょう。きっと誰かが見ています！
　　　　　　不法投棄は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。�
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。
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。
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瀬
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東
西
の
海
が
通
じ
ま
し

た
。
初
期
普
請
に
係
わ
っ
た
人
は

お
よ
そ
3
万
5
千
人
、
銀
59
貫
余

（
※
）
を
費
や
し
全
長
1
1
0
m
、

幅
18
ｍ
の
水
道
が
開
削
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
も
拡
張
普
請
は
継
続

さ
れ
全
長
2
6
2
ｍ
、
幅
22
ｍ
〜

50
ｍ
の
大
規
模
な
工
事
が
完
了
し

ま
し
た
。
瀬
戸
の
開
削
を
記
念
し
、

瀬
戸
南
口
付
近
の
林
中
に
「
瀬
戸

堀
切
記
念
碑
」（
対
馬
市
文
化
財
）

が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
瀬
戸
の
開
通
に
よ
っ
て
東
西
に

出
漁
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

大
船
越
に
は
漁
船
が
集
ま
り
、
開

削
時
の
土
砂
で
埋
め
立
て
ら
れ
た

新
た
な
土
地
に
民
家
が
立
ち
並
び

集
落
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

　「
瀬
戸
堀
切
記
念
碑
」に
は
橋
の

下
を
通
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が
で
き
ま
す
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昔
は
船
の
積
荷
を
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降
ろ
し
、

船
を
引
き
、
丘
を
越
え
て
い
ま
し

た
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今
で
は
想
像
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る
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も
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が
、
瀬
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開
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れ

た
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よ
り
東
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が
容
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に
な
り
ま
し
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。
数
万
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の
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で
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ら
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た
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大
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不法投棄は犯罪です。�不法投棄は犯罪です。�

瀬戸堀切記念碑�

か
ん
　
ぶ
ん

そ
う
よ
し

ざ
ね

・国道382号線を美津島町の空港線から大船越に向かう�
道路脇に、家庭ごみが定期的に捨てられています。�

・県道24号線を厳原町の久田道から久田方面に向かう、�
海側の雑木林の中に不法投棄物が見られます。�

環 境 衛 生 課�
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■
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら
、事
前
の
研
修･

説
明
な
ど
は
あ
る
の
で
す
か
。�

Ａ
　
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
と
通
常
、
そ
の
日
か
ら
事
件
の
審
理
が
始
ま

　
り
ま
す
の
で
、
事
前
研
修
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
裁
判
員
に
選

　
ば
れ
た
方
に
は
、
実
際
の
審
理
に
先
立
っ
て
、
裁
判
手
続
、
裁
判
員

　
の
権
限
や
義
務
等
に
つ
い
て
、
裁
判
官
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
審
理
中
に
も
、
必
要
に
応
じ
て
十
分
に
説
明
し
ま
す
が
、

　
裁
判
員
か
ら
も
、
遠
慮
な
く
裁
判
官
に
質
問
を
し
て
い
た
だ
い
て
構

　
い
ま
せ
ん
。

■
法
律
を
知
ら
な
く
て
も
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
か
。

Ａ
　
裁
判
員
は
、
事
実
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
を
判
断
し
ま
す
。
裁

　
判
員
の
仕
事
に
必
要
な
『
法
律
に
関
す
る
知
識
』
や
『
刑
事
裁
判
の

　
手
続
』
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
丁
寧
に
ご
説
明
し
ま
す
。

　
　
刑
事
裁
判
で
も
証
言
を
聞
い
た
り
、
書
類
を
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
、

　
事
実
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
の
判
断
を
し
て
い
く
の
で
、
日
常
の

　
生
活
で
行
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

【
お
知
ら
せ
】裁
判
員
制
度
に
関
す
る
出
前
説
明
会
を
随
時
受
け
付
け
て

　
　
　
　
　
お
り
ま
す
。
職
場
や
学
校
、
地
域
の
集
ま
り
の
場
に
も
出

　
　
　
　
　
向
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　
長
崎
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方
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所
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原
支
部
　
☎
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2
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平
成
21
年
5
月
21
日
か
ら�

は
じ
ま
る
裁
判
員
制
度
に�

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。�

あ
な
た
も
裁
判
員
に
選
ば�

れ
る
か
も
！�

裁判員制度
Ｑ＆Ａ［７］�

　長崎県では、平成19年度から豊かな森林を県民共有の財産とし

て健全な姿で未来に引き継ぐため「ながさき森林環境税」を導入

して、森林の整備が実施されています。

　対馬市でも市民参加を含め、森林づくりの各事業が実施され、

豊かな森づくりの一助になっていますのでお知らせします。

←水源の森緊急整備（整備された水源の森）�

1.水源の森緊急整備�
　重要な水源として指定された「ながさき水源の森」のうち、手入れ不足となり荒廃した人工林を対象に間伐
　を実施し、針葉樹・広葉樹の混じり合った混交林へ改良する事業です。�
　4カ所　52.15ha　14,097（12,042）千円�
2.林内路網緊急整備�
　共同して効率的な間伐を推進するための作業路網整備への支援を行う事業です。�
　20路線　16.415m　26,167（14,755）千円�
3.しまの間伐促進�
　条件不利地（離島）の間伐材の海上運搬経費に対する助成を行う事業です。�
　3カ所　6,000（6,000）千円�
4.県民参加の森づくり�
　県民の提案・参加による森林の整備保全活動等への支援を行う事業です。�

申　請　者� 活　動　内　容�

花の対馬ネットワーク�

対馬林業研究会�

対馬森林組合�

対馬森林環境整備緑化隊�

対馬市厳原町内山区�

日本一の玄海ツツジの森づくり�

学校林の整備と木工品の制作�

対馬の新たな森林づくりの森林認証取得�

美しい森林づくり事業�

内山の元分校を活用した森のミニ博物館�

※（　）内は税による補助額です。�

【対馬市内の事業内容】�
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税のひとくちメモ【第８回】�税のひとくちメモ【第８回】�

【問い合わせ】 税務課　☎0920（53）6111（内線）213～216

　　　　　たばこ税とは、たばこの製造者や卸売販売業者に対して、たばこを小売販売業者に売り渡す際、
　　　　そのたばこに対して課税される税です。ただし、たばこ税は、たばこの定価に含まれています
　　　　ので、実際に税金を負担しているのは購入者になります。
　税率は、たばこ1,000本につき3,298円
　　※わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの６銘柄は
　　　1,000本につき1,564円です。

（たばこ税）�

長崎県警察官採用試験のお知らせ�長崎県警察官採用試験のお知らせ�

【問い合わせ】長崎県警察本部　警務課採用係�
　　　　　　〒850‐8548　長崎市万才町4‐8�
　　　　　　☎０９５（８２０）１５０４�
　　　　　　http://www.police.pref.nagasaki.jp

試 験 区 分 �

受 付 期 間 �

一 次 試 験 �

二 次 試 験 �

採用予定数�

受 験 資 格 �

一次試験地�

採 用 予 定 �

昭和53年4月2日から平成3年4月1日
までに生まれた者で、4年制大学（これ
に準ずるものを含む）を卒業した者（平
成21年3月31日までに卒業見込みの
者を含む。）以外の者�

長崎市、佐世保市、島原市、五島市、�
南松浦郡新上五島町、壱岐市、対馬市�

警察官Ⅲ類（男性・女性）�

８月11日（月）～８月29日（金）�

10月19日（日）�

11月中～下旬（予定）�

男　性�

女　性�

約35名�

約10名�

平成21年４月以降�

警察相談電話「♯９１１０」警察相談電話「♯９１１０」

９月11日は警察相談の日９月11日は警察相談の日

　警察では、ストーカー、夫婦間の暴力、児童虐
待、悪質商法をはじめ、県民生活の安全を守るた
め、相談電話を設けています。�
　相談専用のダイヤル「♯９１１０」には、一般
加入電話のプッシュ式電話（デジタル回線）、携
帯電話、ＰＨＳから利用できますが、ダイヤル式
の場合は「095‐823‐9110」へおかけください。�
　また、高齢者専用相談電話�
　　　「０９５‐８２３‐４１６５」
　　　　　も新設しましたので、ご利用ください。�

■出張相談所開設のお知らせ�

■日時　９月11日（木）　13：00～17：00�
■会場　対馬市交流センター　３階第４会議室�

　警察安全相談、民事介入暴力相談などを受け付�
けます。�

【問い合わせ】　自衛隊長崎地方協力本部　対馬駐在員事務所　☎０９２０（５２）０９０８�

区　　　分�

防衛大学校学生一般�

防衛医科大学校学生�

航空学生�

看護学生�

一般曹候補生�

２等陸・海・空士（男子）※�

２等陸・海・空士（女子）�

９月８日～９月30日�

８月１日～９月10日�

11月15、16日�

受付時に通知�

受付時に通知�

11月１、２日�

９月23日�

９月20日�

９月28、29日�

10月25日�

９月21日�
（※受付時に通知）�

美津島文化会館�

（※受付時に通知）�

９月８日～９月30日�

８月１日～９月10日�

（※年間を通じ受付中）�

８月１日～９月10日�

自衛隊生徒�

高卒（見込含）�

21歳未満の者�

高卒（見込含）�
24歳未満の者�

18歳以上　　�

27歳未満の者�

本制度は、名称も含め改正する予定です。（詳細については、お問い合わせください）�

資　　格� 受付期間� 一次試験� 試　験　場�

【問い合わせ】 対馬南警察署 ☎0920（52）0110�
　　　　　　 対馬北警察署 ☎0920（84）2110


